
 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】総務課・総務係 

個人情報ファイルの名称 公共関係等団体名簿全件リスト 

行政機関等の名称 千代田区長 

個人情報ファイルが利用に供される事務を

つかさどる組織の名称 
政策経営部総務課 

個人情報ファイルの利用目的 

区内の公共的団体活動の総合調整を図る一助として、区政運営

に直接的または間接的に関与している者・団体・その代表者等を

掲載し、区・区民・団体等相互の連絡調整等の利便を図るため 

記録項目 
１名簿掲載者情報（団体名、氏名、カナ氏名、住所、電話番号）、２

所管部署情報（部課名）、３掲載頁（掲載順） 

記録範囲 
区政運営に直接的又は間接的に関与している個人、機関並びに

団体および団体の代表者を掲載 

記録情報の収集方法 本人、代表者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 名簿掲載者 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）千代田区政策経営部総務課 

（所在地）〒102－8688 千代田区九段南一丁目２番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終更新日）：令和６年５月 31日 

  



 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】総務課・総務係 

個人情報ファイルの名称 新年交歓会全件リスト 

行政機関等の名称 千代田区長 

個人情報ファイルが利用に供される事務を

つかさどる組織の名称 
政策経営部総務課 

個人情報ファイルの利用目的 

新年年頭にあたり、地域の自治、産業、教育、文化等、区民と密接

した活動を行っている公共的団体の役員及び区議会議員等が、

互いの認識を深め、今後のより良い区政進展に資することを目的

とする新年交歓会の開催にあたり、招待者を把握するため 

記録項目 
１名簿掲載者情報（団体名、役職、氏名、カナ氏名、住所）、２所管

部署情報（部課名） 

記録範囲 
地域の自治、産業、教育、文化等、区民と密接した活動を行ってい

る公共的団体の役員及び区議会議員等を掲載 

記録情報の収集方法 本人、代表者、所管部署 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）千代田区政策経営部総務課 

（所在地）〒102－8688 千代田区九段南一丁目２番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終更新日）：令和６年５月 31日 

  



 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】総務課・総務係 

個人情報ファイルの名称 過去の被表彰者一覧【全件リスト】（区制記念日表彰式） 

行政機関等の名称 千代田区長 

個人情報ファイルが利用に供される事務を

つかさどる組織の名称 
政策経営部総務課 

個人情報ファイルの利用目的 
過去の受章者を記録することで特別功労、表彰制限の有無を判

別できるようにするため 

記録項目 

被表彰者情報（表彰者氏名（カナ氏名含）・生年月日・表彰時年

齢・表彰年月日・表彰分野・表彰時の団体と役職） 

記録範囲 区制記念日表彰式における過去の受章者 

記録情報の収集方法 関係団体または関係部署からの推薦 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）千代田区政策経営部総務課 

（所在地）〒102-8688 千代田区九段南一丁目２番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終更新日）：令和６年５月 31日 



 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】デジタル政策課・デジタル政策係 

個人情報ファイルの名称 
千代田区ポータルサイト（電子申請・情報発信）利用者登録ファ

イル 

行政機関等の名称 千代田区長 

個人情報ファイルが利用に供される事務を

つかさどる組織の名称 
政策経営部デジタル政策課 

個人情報ファイルの利用目的 
千代田区ポータルサイト（電子申請・情報発信）の利用者情報

を管理するため 

記録項目 
１氏名、２生年月日、３住所、４電話番号、５性別、６国籍、７加入

町会、８職業、９家族構成、10 メールアドレス、11 口座情報 

記録範囲 千代田区ポータルサイト利用者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）千代田区政策経営部デジタル政策課 

（所在地）〒102-8688 千代田区九段南一丁目２番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終更新日）：令和６年５月 31日 



 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】広報広聴課・広報広聴係 

個人情報ファイルの名称 世論調査送付対象者ファイル 

行政機関等の名称 千代田区長 

個人情報ファイルが利用に供される事務を

つかさどる組織の名称 
政策経営部広報広聴課 

個人情報ファイルの利用目的 

区民の意識や生活実態、区政に対する意向や要望把握するととも

に、施策・事業の評価指標を得ることにより、今後の区政運営の参

考とするため 

記録項目 
１住所、２氏名、３性別、４生年月日、５年齢、６世帯主名、

７世帯主住民コード、８国籍、９住民コード、10郵便番号 

記録範囲 住民基本台帳システムから層化無作為抽出された者 

記録情報の収集方法 住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）千代田区政策経営部広報広聴課 

（所在地）〒102-8688 千代田区九段南一丁目２番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終更新日）：令和６年５月 31日 



 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】災害対策・危機管理課・災害対策推進係 

個人情報ファイルの名称 被災者生活再建支援システム 

行政機関等の名称 千代田区長 

個人情報ファイルが利用に供される事務を

つかさどる組織の名称 
政策経営部災害対策・危機管理課 

個人情報ファイルの利用目的 
災害対策基本法に基づく罹災証明書の交付、被災者台帳の作成

のため 

記録項目 

１識別番号、２世帯番号、３住民種別コード、４住民コード、５氏名、

６フリガナ、７通称名、８通称名フリガナ、９アルファベット氏名、10

漢字併記氏名、11 漢字併記フリガナ、12 世帯主氏名、13 世帯主

フリガナ、14 現住所、15 現住所方書、16 前住所、17 前住所方

書、18転出先住所、19転出先方書、20本籍、21性別コード、22

生年月日、23続柄コード、24続柄、25第 30条の 45区分コー

ド、26 在留カード等番号、27 国籍コード、28 在留資格コード、

29在留資格期間、30在留終了年月日、31住民票記載住民年月

日、32共通番号、33家屋台帳情報 

記録範囲 
当該年度４月１日時点で住民基本台帳に記載されている住民、当

該年度７月時点での家屋台帳に記載されている者 

記録情報の収集方法 住民記録台帳システム、家屋台帳（東京都主税局） 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）千代田区政策経営部災害対策・危機管理課 

（所在地）〒102－8688 千代田区九段南一丁目２番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考  

作成日（最終更新日）：令和６年５月 31日 



 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】災害対策・危機管理課・災害対策推進係 

個人情報ファイルの名称 避難行動要支援者名簿 

行政機関等の名称 千代田区長 

個人情報ファイルが利用に供される事務を

つかさどる組織の名称 
政策経営部災害対策・危機管理課 

個人情報ファイルの利用目的 災害対策基本法に基づく避難行動要支援者の避難確保のため 

記録項目 

１氏名、２カナ、３性別、４生年月日、５住所（方書）、６要介護度、７

身体障害(級)、８知的障害（度）、９自立支援難病、10 世帯区分、

11 電話番号、12 緊急連絡先、13 緊急連絡先電話番号 14 要支

援者区分、15 消防同意、16 警察同意、17 民生同意、18 町会同

意、19社協同意、20町会、21民生委員、22避難所、23町会コ

ード、24民生委員コード、25消防署、26警察署 

記録範囲 

安心安全見守り台帳登録者のうち 

① 65 歳以上の方で一人暮らしまたは 65 歳以上のみの世帯の

者 

② 介護保険における要介護 3以上の者 

③ 身体障害者手帳 1、2級を所持している者 

④ 愛の手帳を所持している者 

⑤ 精神障害保健福祉手帳若しくは自立支援医療（精神通院医

療）需給者証を所持している者 

⑥ 東京都難病患者等に係る医療費等の助成を受けている者 

記録情報の収集方法 高齢者相談支援システム（見守り台帳） 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含む 

記録情報の経常的提供先 

丸の内警察署、麹町警察署、神田警察署、万世橋警察署、丸の内

消防署、麹町消防署、神田消防署、民生委員児童委員、千代田区

社会福祉協議会、地域防災組織（町会等） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）千代田区政策経営部災害対策・危機管理課 

（所在地）〒102－8688 千代田区九段南一丁目２番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考  

作成日（最終更新日）：令和６年５月 31日 


